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秋田自動車道 鷹巣IC～小坂北IC

秋田自動車道(鷹巣IC～小坂北IC)の一部区間において、対向車線へのはみ出し
事故防止のためワイヤロープ式防護柵を順次設置していますが、

大館北IC～大館南IC間の上り車線でワイヤロープ式防護柵への接触事故が発生しました。

【発行者】 国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所大館国道出張所
〒０17-０８６４ 秋田県大館市根下戸新町１－６８
TEL:０１８６-４９-０３２１／FAX:０１８６-４３-５８１９

当出張所では、国道7号（北秋田市今泉鳥越～大館市⾧走）と秋田自動車道（蟹沢IC～小坂北IC）を管理しています。
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道路を利用する際は“ゆずりあい”の心を忘れずに、常に周り
に注意を払いながら通行することが、事故防止に繋がります。
そしてキレイな道路を保つため、ゴミのポイ捨てや不法投棄な
ども絶対にやめましょう。
キレイな道路で、交通ルールを守り、安心安全な夏休みを!
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ワイヤロープ式防護柵への接触事故が発生した場合、復旧工事のため道路が通行止めとなります。
※損傷復旧に関する費用は原因者の負担になります。

↑※復旧工事の様子

夏休みやお盆により交通量が増える時期ですので、より一層安全運転を心がけて頂くようお願い致します。


